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○宇陀市農産物直売所条例 

平成１８年１月１日 

条例第１４８号 

改正 平成１８年６月２８日条例第２３１号 

平成２２年１２月８日条例第３９号 

（設置） 

第１条 宇陀市の農業振興と地域活性化に資するため、農産物直売所の販売を

通して、生産者・消費者相互の交流を図るとともに、本市の農産物を広くア

ピールすることを目的として、農産物直売所を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

菟田野アグリマート 宇陀市菟田野松井１２９番地の５ 

榛原にぎわい市場 宇陀市榛原萩原１２６３番地の６他 

（損害賠償の義務） 

第３条 故意又は過失により宇陀市農産物直売所（以下「直売所」という。）

の施設又は市が設置した直売所の工作物を損傷し、又は滅失した者は、それ

によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

（管理） 

第４条 直売所の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができ

る。 

２ 前項の規定により、直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指

定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、直売

所の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することがで

きる。 

３ 第１項の規定により直売所の管理を行わせる場合は、第３条の規定中「市

長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 直売所の運営に関する業務 

(2) 直売所の維持管理に関する業務 

(3) その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定手続等） 

第６条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例（平成１８年宇陀市条例第７号）によるものと

する。 

（指定管理者の原状回復義務） 
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第７条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第２４４条の２第１

１項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等

を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たとき

は、この限りでない。 

（管理者の設置等） 

第８条 直売所の管理運営に万全を期するため、管理者を置く。 

２ 管理者は、委員会の委員のうちから選出し、市長が委嘱する。 

３ 管理者は、直売所及び周辺の環境整備に努めなければならない。 

（施設及び工作物の変更） 

第９条 管理者は、施設及び市が設置した工作物を変更しようとするときは、

事前に市長の許可を受けなければならない。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町農産物直売所設置及

び管理に関する条例（平成１５年菟田野町条例第１２号）又は菟田野町農産

物直売所管理運営規則（平成１５年菟田野町規則第１４号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成１８年条例第２３１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前において

も行うことができる。 

３ この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可

等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれ

の条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。 

附 則（平成２２年条例第３９号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 


